
児
童

虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

新
旧

対
照

表

新
旧

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
号

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
号

12
03

00
1

12
03

00
1

平
成

１
９

年
１

２
月

３
日

平
成

１
９

年
１

２
月

３
日

［
一

部
改

正
］

平
成

年
月

日
発

雇
児

第
号

［
一

部
改

正
］

平
成

年
月

日
発

雇
児

第
号

20
7

23
07

23
00

3
20

7
23

07
23

00
3

［
一

部
改

正
］

平
成

※
年

※
月

※
日

発
雇

児
第

※
号

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長
中

核
市

市
長

児
童
相
談
所
設
置
市
市
長

児
童
相
談
所
設
置
市
市
長

厚
生

労
働

事
務

次
官

厚
生

労
働

事
務

次
官

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
の

国
庫

補
助

に
つ

い
て

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
の

国
庫

補
助

に
つ

い
て

標
記

の
国

庫
補

助
金

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
別

紙
「

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
国

庫
補

標
記

の
国

庫
補

助
金

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
別

紙
「

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

」
に

よ
り

行
う

こ
と

と
さ

れ
、

平
成

１
９

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
の

で
助

金
交

付
要

綱
」

に
よ

り
行

う
こ

と
と

さ
れ

、
平

成
１

９
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

こ
と

と
さ

れ
た

の
で

通
知

す
る

。
通

知
す

る
。

な
お

、
各

都
道

府
県

知
事

に
お

か
れ

て
は

、
本

通
知

中
、

市
町

村
に

対
し

て
補

助
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

な
お

、
各

都
道

府
県

知
事

に
お

か
れ

て
は

、
本

通
知

中
、

市
町

村
に

対
し

て
補

助
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

部
分

に
つ

い
て

は
、

貴
管

内
市

町
村

長
に

対
す

る
周

知
に

つ
き

配
慮

願
い

た
い

。
い

る
部

分
に

つ
い

て
は

、
貴

管
内

市
町

村
長

に
対

す
る

周
知

に
つ

き
配

慮
願

い
た

い
。
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